
阿見町史編さん基本方針 

 

1趣旨 

 阿見町史編さん事業は、将来の市制施行を視野に入れ、町としての歴史を総括するものと

して取り組むものである。昭和 58年に刊行された『阿見町史』の内容的な見直し及び刊行

以降の本町の歴史を明らかにしていくことを通し、町民の地域に対する理解、愛着を深め、

地域への誇りをより一層高めることを目的とする。 

この基本方針は、本町が町史編さん事業を行うにあたり、町史編さんの方向性を示すとと

もに、町史編さん事業の拠りどころとするために策定するものである。 

 

2事業方針 

（1）このたびの町史編さん事業においては、既刊の『阿見町史』の内容的な見直しを行う

とともに、最新の学問的成果を盛り込むものとする。また、執筆にあたっては、各分野

の専門家を中心に行うこととする。 

（2）すでに収集された資料や調査研究の成果、本事業と同時並行的に行われる戦跡保全事

業及び伝統芸能継承事業により収集された資料や調査成果等を有効に活用するととも

に、町民に呼びかけ、潜在的な資料の掘り起こしを積極的に行う。 

（3）資料は町内外から広く収集し、有形のものだけでなく、伝承等無形のものにも配慮し

て収集する。 

（4）収集した資料は、散逸の防止に向け、適切に記録・整理等の措置を講じ、必要に応じ

て寄託・寄贈による資料保存の措置をとる。 

（5）町史編さん事業の成果は、編さん後も幅広い活用を図る。 

（6）写真や図版等を多く取り入れるとともに、平易な文章で記載する等、広く町民に親し

まれる内容とする。 

（7）町史編さん事業への関心を高め、その取り組みを PR することを目的とした刊行物の

発行や講演・展示等の普及啓発活動に取り組む。 

（8）事業の実施にあたっては、町民の愛郷意識の高揚の観点から、町民参加・参画の機会

の拡充を図り、地域の歴史の掘り起こしや次世代に向けた人材育成に努める。 

3推進体制 

（1）阿見町史編さん委員会を設置し、基本方針の決定、事業推進の調整、事業の進行管理、

及び町史編さん事業に関する承認を行う。当編さん委員会は副町長を委員長とし、教育

長、町長公室長、総務部長、教育部長及び各分野の学識経験者による専門委員により構

成する。なお、副町長が不在の場合は教育長が委員長を代理し、教育長が不在の場合は

教育長職務代理者をもってこれにあてるものとする。専門委員は 10人以内で構成する。 

（2）編さん委員会は、その開催に際し、必要に応じて準備会を開くものとする。準備会は



編さん委員会に属する専門委員により構成し、刊行物の企画・編集、町史の監修及び資

料収集・調査研究事項の調整を行う。 

（3）本事業における調査研究を行うため、町史編さん専門部会を置く。部会は原始古代・

中世・近世・近現代・民俗の分野ごとに設置し，学識経験者等による専門員により構成

する。専門員は資料の調査及び研究、古文書及び公文書の収集並びに整理，関係団体と

の連携及び情報発信、刊行物の編さんを所掌する。また、必要に応じて編さん委員会に

よる了承のもと新たな部会を設置することができる。 

 

4町長への報告 

  本基本方針及び事業の進行状況等については、町長に随時報告する。 

 

5事務局 

  本事業の事務局は教育委員会生涯学習課に置き、町史編さん事業に関する関係各所と

の連絡調整を行う。 

 

6刊行物の構成 

（1）『阿見町史』（仮称） 

   『阿見町史』は通史 1冊により構成される。 

   必要に応じて普及版（概要版）を刊行する。 

（2）『阿見町史編さん資料』 

   重要で一定量を有する史資料については『阿見町史編さん資料』として別途資料調査

報告を刊行する。 

（3）『阿見町史研究』  

   令和 6年度より町史編さん事業期間を通じて年刊で刊行する。 

 

7事業スケジュール 

  R5 

年度 

R6 

年度 

R7 

年度 

R8 

年度 

R9 

年度 

R10 

年度 

R11 

年度 

R12 

年度 

組織 基本方針の策定 

関係協力者との調整 

編さん委員会 

専門部会 

        

事業 調査研究 

町史研究の編集 

章立ての設定 

原始古代編の執筆 

        



中世編の執筆 

近世編の執筆 

近現代編の執筆 

民俗編の執筆 

図版の作成 

写真の選定 

年表の作成 

校正 

普及版の作成 

成果 町史研究の刊行 

講演会・展示 

町史刊行 

 〇 〇 〇 〇 〇 

〇 

〇 〇 

〇 

〇 

 


